
京都府山城広域振興局では、消費者トラブルの未然防止のため、自治会や

福祉団体、子育てサロンやサークル活動など様々な地域コミュニティの集まりの場

に、消費生活相談員を講師として派遣する出前講座を実施しています。 

研修会や勉強会などにぜひご活用ください。 

 

イラスト：消費者庁イラスト集より 

http://www.pref.kyoto.jp/yamashiro/no-sodan/shohi.html 

無料
講師派遣制度 
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京都府山城広域振興局 農商工連携･推進課 
〒611－0021 宇治市宇治若森７－６ 

TEL： 

FAX： 

お申し込み・お問い合わせ 

 

※ 時間や講座の内容につきまして、できるかぎりご要望にお応えしたいと考えております。

まずは気軽に電話でお問い合わせください。 

■テーマ例 

・悪質商法に気をつけて！ 

・消費生活トラブル最前線レポート 

・今知りたい！キャッシュレス決済  

・地域のみんなで考えるよりよい消費生活 

など 

 ■講師派遣費用 無料  

   ―受講者の募集と会場の手配をお願いします。 

■時間 30 分～2 時間程度 

 

https://3.bp.blogspot.com/-iCckEaOMass/VJF-1rvDuxI/AAAAAAAApvg/SCjZTzfAkaE/s800/searchbox18.png

